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現代 ノルウェー教育制度 の国民 的背 景(1)
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現代 ノルウェーの初等中等教 育については、既 にい くつか発表 してきた。本稿は、現時

点でその教育制度の最要点を確 認 した上で、その制度 を形成 して きた要因の解明 を目指す

ノー トである(注1)。

(一)現 代ノルウ ェー教育制度 とその政治的背景

(1)現 代ノルウェー教育制度の特徴

すべての人への教育を受ける権利の平等な保障

旧 ・ノルウェー教会教育研究省Kirke-,utdannings-ogforskningsdepartmentet(KUF)が

作成 した報告書 「1991年か ら2000年 に至る教育の発展 概観」 の冒頭部分で は、次の よ

うに述べ られている(注2)。

「今 日のノルウェー教育政策の基本原則 と優先事項 は、次の とお りである。

・全住民への高度 な水準の一般 教育

・教育 を受 ける機会 についての全ての人 に対す る平等 な機会

・教育行政 の分権化

・労働市場 の長期 的及び短期 的な資格要求への対応

・後 の段 階及 び労働 における継続教育 に専 門化 を残 した、広 く一般的な初期教育

の重視

・ 『揺 りか ごか ら墓場 まで』 に基づ く生涯学習

・レベル及び課程の間での移行が容易 な総合的教育制度
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これ らの優先事項は、すべ ての人に利用で きるよう用 意 された高い質の教 育及 び訓

練 な しには達成 され得 ない。すべての人 のための教育はノルウェー教育政策の基本的

指針である。教育の提供 に関す る平等の原則 は、ノル ウェーにおける長 い伝統 を有 し

ている。20世 紀最後の10年 間の政府 の全般的 目標 は、性並 びに社会的地理的及び文化

的背景に関わ りな く全 ての人に教 育 を受 ける平等 な権利 を保障することであ った。」

この報告書 は、KUFが2001年 に作成 した ものであるが、 その後2002年1月 に省庁再編が

あ りKUFの 教育行政権限は教育研究省Utdanning-ogForskningsdepartmentet(UFD)に

移管 された。また1990年 代 の教育政策の展 開は、労働党政権 の下で同党の教会教 育研究大

臣ハ ーネスGudmundHernesの 主導 の下でのReform94、Reform97に よる ところが大 きか

ったが、2001年9月 の国会議員選挙の結果、政権 はそれ までの労働党か ら現在 の中道 ・右

派の連立政権へ と移行 し、首相はキ リス ト教民主党のボンデヴィックKjenMagneBondevik、

教育研 究大 臣は保守党HHyreの クレメKristinClemetと なった。 しか し、上記報告書は2003

年11月 現在、UFDの インターネ ッ ト・ホームページ(HP)に 掲示 され継 けている。

これ らの ことを考 えると、上記 の 「教育政策の基本原則 と優先事項」 は、全政党政派の

合意 とまでは断言で きない としても時々の政権政派を超 えた国民的広が りを有す る合意の

上に成立 してお り、かつ1990年 頃か ら2003年11月 現在 に架 けて継続 されてい るとい う点に

おいて、現代 ノルウェー教育制度の基本 を形成 していると言 うことがで きよう。 そ して、

その最大の特徴は、「すべての人へ の教 育 を受ける権利の平等 な保障」である と言い得る。

(2)初 等 ・中等教育の特色

上述の基本原則 と優先事項 を受けた2004年2月 現在 のノル ウェーの初等中等教育制度は、

1998年7月12日 に公布 された 「基礎学校及び後期中等教育 に関す る法律」(以 下、略称 「教

育法」 を用いる。)(注3)に よって統 一的に定 められている。

その具体的な特色 を重要度 を考慮 してい くつか挙げると、次 のとお りである(注4)。

①教育法 という法律 で 「教育の 目的」 を定め(§1-2)、 その内容 として、1)10年 制

義務教育では、生徒 の 「キ リス ト教的倫理的成育」「精神的身体 的発達」「良好な一般的知

識の付与」「家庭 と社会 における有益で独 立 した人間へ の育成」、2)後 期 中等教育 では、

生徒 の 「仕事 と社会生活 に必要な技能 と理解 と責任 の発達」 「個人的な発達」 「基本的なキ

リス ト教的人間的価値 についての自覚 と理解」、教育による 「国の文化遺産」 「民主主義の

理念」「科学的思考方法及 び労働方法の増大」への貢献、3)基 礎学校教育及 び後期 中等教

育を通 じて、教育による 「人間の平等」、 「精神の 自由と寛容」、 「環境生態学(エ コロジー)

的理解」及 び 「国際的協 同責任」の促進、並 びに、「よ り広い教育及 び学習の基礎 の提供」、

「共通の知識、文化及 び基本 的価値の基礎」及び 「人々の高い水準の能力」の維持 を目的 と
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してい る(注5)。

②基礎学校 にお ける10年 制 の完全無償義務教育 を保 障 している とともに、それを修了 し

た希望者全員に3年 間、障害者 には5年 間の無償の後期 中等教育 を受ける権利 を保障 して

いる(注6)。

③公用 ノルウェー語 にボークモルbokmalと ニューノシュクnynorskと いう二つの言語形

態mδlformerが あるのが ノルウェーの特徴であるが、これに関 して教育法では、「コムーネ

は、 どち らの言語形態が個別の学校 における主言語形態であるかに関する規則 を定 める。

主言語形 態は、筆記教育 と筆記学習で用 い られなければな らない。第8学 年以上では、生

徒 は自分が望 む筆記言語形態 を使 うことがで きる」 と定めている(§2-5)。

④教 育法の教育 目的としてのキ リス ト教 的倫理 ・価値の重視は、義務教育 で 「キ リス ト

教宗教道徳」科 目を設 け、キリス ト教、宗教及び道徳 についての知識 の教育 を必修科 目に

す ることとして具体化 している(同 法 §2-4)(注7)。 また、高等学校第1学 年 の 「基

礎課程」の学科15種 類 のうち、大学等の高等教育機 関への進学資格 を取得 する 「一般経済

管理」「音楽舞踊演劇」「体育」の3学 科 においては、週当た り概 ね3時 限 ・通年の 「宗教 ・

倫理」科 目を共通一般必修科 目としている(注8)。 宗教関係両科 目の内容は、他宗教や非

宗教的立場 に配慮 しなが らも、 キリス ト教 、特 に福音 ルーテル教 に特別の重点を置いてい

る。

(3)第 二次大戦後の教育政策進展の概要

一つの概説

ノルウェーの教育の現状 には、当然 なが ら政党政治が大 きな影響 を与 えて きたが、第二

次大戦後 の諸政党の教育政策の展開に関 して、 テレホーグとボルクマーは、 その概要 を次

の ように説いている(注9)。

①第二次大戦後の全時期 を通 じて、ノルウェーの全政党が教育への 「平等な機会」、 「平

等なアクセス」、「平等な期 間」 を政策要綱 に書 き記 して きた。

②特 に戦後か ら今 日に至 る過半の期 間を政権 に与 って きた労働党 は、戦後直後 の政権担

当時期、 アメリカ進歩主義教育の理念 を取 り入れ社会的不平等の解消 と内面的 アイデ ンテ

ィティの発展 による個人の解放 とを目指 して、1950-70年 代、極力、能力別教 育制度編制

の廃止 に努 めて きた。

③1980年 代、90年 代 を通 じて社会民主主義的進歩主義の一方的影響力 は弱 ま り、左派 ・

中道の教育政策同盟が、商業 と産業の要求 に応 える知識 ・技術 の教 育を重視 し、あ る程度

の教育の多様性 と選択の機会、 自由の拡大 を制度化 しつつ平等 と教育を受ける機会の拡大、

参加 を重視す るとい う点で教育へ の国家 関与 を拡大す る方向に重点が移行 して きている。
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(4)第 二次大戦後ノル ウェーの憲法 と国会勢力 ・政権

社会民主主義 ・労働党の強い影響

①現在のノルウェーの国家制度の基本は、1814年 に定め られた憲法(注10)に 基づ いて

い る。 同法は、全5章112ヶ 条で構成 されてお り、近代 的な議会制度、人権条項 とともに、

政治形態 は 「制 限世襲君主制」 とする、「福音的ルーテル教は、 この国の公的宗教であ り続

ける」Denevangehskluthersk.ReligionforbliverStatensoftentligeReligion.(第2条)な

どという規定 も有 している。同国の政治実態 と照応 させ ての この憲法 の評価 は大問題であ

り筆者 には至難の課題である。 ここでは、吉川智氏訳か ら最小限の抄 を記 してお く(注11)。

ノル ウ ェー王 国憲法 ・抄

A章 政治形態及び宗教

第1条 ノルウェー王国は、 自由 ・独 立 ・不可分且つ不可譲の王国で ある。その政治形態

は、制限世襲君主制 である。

第2条 王国のすべての住民が、 自己の宗教 について、 これを自由に信仰す る権利 を有す

る。福音的ルーテル派キ リス ト教 が引 き続 き国の公教 である。 この宗教 を信仰する住

民は、同 じくこの宗教でその児童 を教育す る義務 を有す る。

B章 行政権、国王及び王室

第3条 行政権 は、国王 に属す る。

第12条 国王は、親 ら投票権 を有す るノルウェー国民の政府を選任す る。政府 は、1人 の

内閣総理大 臣及び少な くともその他7人 の閣僚で これを組織する。

政府 閣僚の半数以上 は、国の公教 を信仰 していなければならない。

[第3項 、略。以下、省略 は引用者。]

第16条 国王 は、すべての公教会及 び教会礼拝式並 びに宗教的事項 に関するすべ ての集会

及び会合 に対 して命令 を発す ると共 に、宗教 にたず さわる公 の教 師がそのため に定 め

られた規則 に従 うことを確実 にす る。

C章 公民権及び立法権

第49条 国民は、 国会を通 じて立法権 を行使 し、且つ国会 は、上院 と下 院の2部 か ら成 る。

第50条 選挙権 を有す る者は、遅 くとも選挙が行 なわれる年に、18歳 に達 している男女 ノ

ルウェー国民である。

[第2項 、第3項 は省略]

第73条 国会 は、その国会議員の中か ら4分 の1を 指名 して、上院を構 成 し、残 り4分 の

3が 下院を構成す る。右指名 は、新 たな総選挙後 に集会する第1回 目の通常国会で こ
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れ を行 ない、その後、上院は、右 の選挙後 に集会す るすべ ての国会会期間変更 される

ことはない。但 し、上院の議員中に生 じる欠員 を特別の指名 によ りこれ を補充する場

合 は、 これを除外す る。

各院 は、各別に集会 し、且つそれぞれの議長及 び書記 を指名する。何 れの院 も、少

な くともその議員の過半数が出席 しない場合 には、会議 を開 くことがで きない。但 し、

憲法の改正 に関する法案 は、少 な くとも国会議員 の3分 の2の 出席が なければ、 これ

を審議するこ とがで きない。

第75条 次の事項 は、国会に属する。

a法 律 を制定 し且つ廃止すること。租税賦課金 ・関税及 びその他公課 を課す こと。[以

下及 びb～1の 各号省 略]

第76条 すべ ての法案 は、下院議員 の1人 によ り、又 は政府 閣僚 を通 じて政府 によ り、先

ず下院 に提 出される。法案が可決 され、上院 に送付 される と、上院では この法案 の承

認又 は拒否が行 なわれる。そ して後者 の場合 には、その法案には、評註 が付 されて、

下 院に戻 され る。これ らの評註 には、下 院により考慮が行 なわれ、且つ下 院が この法

案 を廃案 とするか、又 は修正 を付 してか若 しくは付 さない ままで、 この法案 を上 院に

再度送付す る。

下院か らの法案が、2度 上院に提 出 され、且つ2度 拒否 されて戻 される場合、 国会

は、合同会議 を開 き、且つその法案は、投票の3分 の2の 多数でこれ を決定する。右

2回 の審議 の間には、少 な くとも3日 の間隔 を置かなければな らない。

D章 司法権[全 面的に省 略ユ

E章 通則[省 略。第95～106条 に自由 ・平等 を主 とする人権規定があ る。]

②上記のような憲法の下で、 ノルウェーの国会Stortingetの 議員の定数は2003年 現在165

で任期 は4年 、その中で1/4が 上 院Lagtingに 選 ばれ、残 り3/4が 下院Odelstingを 形成す る。

法案は、つねに下院に提 出され、上院は 「チ ェック」機 関 として機能す る。(注12)

この議会制の下 で、第二次大戦後の国会の議席 は表1、 内閣は表2の とお りである。

③ この2表 に見 られ るとお り、第二次大戦後か ら2003年9月 の国政選挙 に至 る時期 を通

じて労働党Aが 常 に最大議席政党であ り、 この時期の過半の期間、政権 に与って きた。同

党が この国のあ り方 に大 きな影響 を及ぼ してきたことは否定 し難い。

同時 に、近年の国政選挙 においては、労働党 の影響力 ・得票 ・議席の漸減、左派社 会党

と進歩党の前進 という傾 向が見 られ、2001年9月 の国政選挙後の国会議席165の 配分は、労

働党43、 保守党38、 進歩党26、 左派社会党SV23、 キ リス ト教民主党22、 中央党ユ0、自由党2、

沿岸党1で あ った。政権 は中道左 派V、 中道KrFと 右派Hの3党 連立内閣 となっている。経

済の規制緩和 ・グロ0バ ル化等を主張 してい る最右派の進歩党Frpは 閣外 にある。
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表1第 二次大戦後のノルウェー国会の各選挙年による議席配分

Party 1945 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 2001 政党
Total 150 150 150 150 150 150 150 155 155 155 157 165 165 165 165

A 76 85 77 ?8 74 68 74 62 76 66 71 63 67 65 43 労働党
H 25 23 27 29 29 31 29 29 41 53 50 37 28 23 38 保守党

KrF 8 9 14 12 15 13 14 20 22 15 16 14 13 25 22 キリスト教民主党
Sp 10 12 14 15 16 18 20 21 12 11 12 11 32 11 10 中央党
SV 一 ■ 一 ■ 2 2 口 16 2 4 6 17 13 9 23 左派社会党
V 20 21 15 15 14 18 13 2 2 2 一 騨 1 6 2 自由党

Frp 一 圏 一 一 一 一 騨 4 一 4 2 22 10 25 26 進歩党
DLF 一 輌 ■ 一 ■ ■ 一 1 ■ 一 ■ 剛 冒 ■ 陶 自由国民党
RV 餉 一 ■ 鰯 日 ■ 一 胴 一 白 一 一 1 一 一 赤色選挙同盟
Km 11 , 3 1 圃 一 一 一 一

" ■ 辱 用 一 鱒 共産党
Other 凹 噌 一 o 一 ■ 一 一 一 口 ■ 1 閣 1 1 その他

資 料 源:2001年11月2日 版 ◎Statistisksentralbyra,Stortingsvalet2001.Valderepresentantar

etterparti/vallisteogkjonn.Stortingsvala1945-2001 .(RettetS.november2001),

http://www.ssb.no/emner/00/01/10/stortingsvalg/arkiv/tab-2001-11-02-06 .htm1な

お 、 政 党 名 の 略 記 は 下 記 に よ る 。 ま た 邦 訳 名 は 概 ね 在 日 ノ ル ウ ェ ー 大 使 館 使 用 例 に よ る 。

DetnorskeArbeidarparti(A)

Hoyre(H)

KristelegFolkeparti(KrF)

Senterpartiet(Sp)

SosialistiskVenstreparti(SV)

Venstre(V)

Framstegspartiet(Frp)

DetLiberaleFolkepartiet(DLF)

RaudValallianse(RV)

NoregsKommunistiskeParti(Km)

表2第 二次大戦後ノルウェー歴代内閣

就任年月 日 首 相 政権与党
(ロ ン ドン亡命政権) ニ ュ ー ゴ ー シ ュ ヴ ォ ルJohanNygaardsvold (挙国一致内閣)

1945年6月25日 ゲ ル ハ ル トセ ンEinarGerhardsen (挙国一致内閣)
1945年11月5日 ゲ ル ハ ル トセ ンEinarGerhardsen A
1951年11月19日 トル プOscarTorp A
1955年1月22日 ゲ ル ハ ル トセ ンEinarGerhardsen A
1963年8月28日 リ ン グJohnLyng V,SP,KrF,H
1963年9月25日 ゲ ル ハ ル トセ ンEinarGerhardsen A
1965年10月12日 ボ ル テ ンPerBorten VSPKrFH
1971年3月17日 ブ ラ ッ テ リTrygveBratteli A
1972年10月18日 コ ル ヴ ァ ルLarsKorvald V,SP,KrF
1973年10月16日 ブ ラ ッ テ リTrygveBratteli A
1976年1月15日 ノ ー リOdvarNordli A
1981年2月4日 ブ ル ン トラ ン トGroHarlemBrundtland A
1981年10月14日 ヴ ィ ロ ッ クKareWilloch H
1983年6月8日 ヴ ィ ロ ッ クKareWilloch H,SP,KrF
1986年5月9日 ブ ル ン トラ ン トGroHarlemBrundtland A
1989年10月16日 シ ー セJanP.Syse SP,KrF,H
1990年11月3日 ブ ル ン トラ ン トGro且arlemBrundtland A
1996年10月25日 ヤ ー グ ラ ンThorbjornJagland A
1997年10月17日 ボ ン デ ヴ ィ ー一クKjellMagneBondevik V,SP,KrF
2000年3月17日 ス トー テ ンバ ー グJensStoltenberg A
2001年10月19日 ボ ン デ ヴ ィ ー クKjellMagneBondevik KrF,H,V

資 料 源lhttp://odin.dep.no/smk/norsk/regjeringen/p10000969/index-b-n-ahtml(2003年11月21日)
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なお、2003年9月 に行われた一斉地方選挙 の結果 も、多少の地域差 はあ るものの、Aの

漸減、SVとFrpの 前進 とい う傾 向は、近年の国政選挙 と同様である(注13)。

(二)北 欧 の一 国 と しての ノル ウ ェーの成 り立 ち

① ノルウェーは、北東か ら南西に向かって伸 びるスカンジナビア半島の北西半分 に位置

す る国土約38万5000㎡ 、人口約450万 人(2002年 現在)の 国である。半島南東のスウェーデ

ンと隣接 し、北部はフィンラン ド、ロシアと国境 を接 している。国土の北部約2/5は 北極圏

に含 まれている。海 を隔てて南 にデ ンマーク、南西 に英国がある。国民の大部分 はデ ンマ

ーク、 スウェーデン、 アイスラ ンドの大部分 の人 々と共通 とみ られる北ゲルマ ン人の子孫

でこれ ら4国 は言語 も近似 している。

ノルウェーには、1万4000年 前 ごろ旧石器文化 の狩猟民が最初 に住みつ き、その後 デ ン

マークやス ウェーデ ンか ら農耕民がや って きて湖畔や海岸沿い に定住 しはじめたと考察 さ

れている。彼 らは後 のス カンジナ ビア諸語 の母語 となるゲルマ ン語 を話 していた。

②8世 紀 ごろまでにノルウェーの地 には約29の 小 国ができていた。900年 ごろハー ラル1

世が統一に成功 しノルウェー王 を名のったが、その死後、国内は分裂、995年 、 ノルウェー

王に即位 したオー ラブ1世 、続いてオー ラブ2世 が熱心にキ リス ト教 を布教 しノルウェー

の再統一 を果た した。その後、ノルウェーは一時、北海帝 国に属 した後、王位 をめ ぐる抗

争の時代 に入った。

③1397年 、ノルウェー は、デ ンマーク、ス ウェーデンとの3国 同君の 「カルマル連合」

の下でデ ンマークの事実上の支配体制下に置かれた。ス ウェーデ ンは1523年 に独 立 したが、

ノルウェーはその後 もデ ンマー クの支配下に置かれ、1536年 には形式上の独立国家 の地位

をも失 い、デ ンマー クの4つ 目の州 とされた(注14)。

④ナポ レオン戦争においてデ ンマークは敗北 し、1814年1月 デ ンマー クがイギ リス、ス

ウェーデ ンと結んだキール講和条約によって、 ノルウェーはスウェーデ ンに譲渡 されるこ

ととなった。官吏 ・地主 などノル ウェーの有力者 はこれ を不服 とし、デ ンマーク国王 の従

弟(い とこ)で 継承者かつノルウェー総督で もあるクリスチャン ・フレゼ リクKristenFrederik

を推戴 して独立 を目指 した。1814年5月17日 、エ イッツボルで全国か らの代表が議会 を開

き、 ノルウェーが 自由な憲法、 国民代表、政府及 び徴税権 を有す る独立国の地位 を有す る

ことを定めたノル ウェー王国基本法KongerigetNorgesGrundlovを 制定 した。 しか し、7

月、 カール ・ユーハ ンが率いるス ウェーデ ン軍の干渉 によって、 クリスチ ャン ・フレゼリ

クはノル ウェー王位 を捨 て、ノルウェーは独立 の王国 とな りエ イッッボル憲法 は有効であ

るが、 ノルウェー国王はス ウェーデ ン国王が兼 ね、かつ軍事 と外交はス ウェーデ ンと共同

で行われることとなった。 この憲法に よってノルウェーは自らの議会 と内閣を もち広範な
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自治権 を獲得 した(注15)。 この憲法 はその後多数の修正 を経ているがノルウェーの現行憲

法 とされてお り(注16)、5月17日 は国の最高の祝 日とされている。

⑤ その後、 ノルウェーは、19世 紀後半の海運業等の発展 を背景 に外交権 を含 む国家 とし

ての独立要求 を強めた。1905年6月7日 、ノルウェー国会 は満場一一致で 同君連合解消 を決

議 し、ス ウェーデ ンとは交戦するこ とな く9月23日 の カールスタッ ド協定 を経 てノルウェ

ーは独立 した(注17) 。その際、独立後の政治形態について国民投票が行 われ、共和制約7

万票 ・王制約36万 票 の投票結果 を踏 まえて王制が選 ばれ、 デンマークの王子 カールが迎 え

られノルウェー国王ホーコン7世 となった(注18)。

⑥ かつては、 デンマーク、ス ウェーデンは欧州の強国であ り、 フィンラ ンドはス ウェー

デンの支配下(12、13世 紀～1808年)、 ロシアの支配下(1808～)に あ り独立 したのは1917

年であ り、ノルウェーを含 む4ヶ 国は当然に独 自な存在 である。

しか し、同時に、 これ ら4ヶ 国は近 隣大国 との関係 において地政学的に類似 してお り、

特 に第1次 大戦前後か らは 「北欧」 としての一定のまとま りを示 して きている。

1914年12月 、ノルウェー、スウェーデ ン、デンマークはマルメーで3国 王の中立共同宣

言 を発 した。第一次世界大戦後、 これ ら3国 は大戦下での中立政策の限界 を認識 し、国際

連盟加盟の下での集団安全保 障に依拠 した国際秩序維持 に期待 し、いず れ も1920年 、国際

連盟 に加盟 し、 フィンラン ドも同年加 盟 した。1930年12月 、ノルウェー、 スウェーデ ン、

デ ンマークの3ヶ 国はベネルクス3ヶ 国 とともに 「オス ロ ・グループ」 を結成 し国際連盟

内外での連携 を強め、特 に自由貿易促 進に努力 し、フィンラン ドは32年 にこのグループの

準加盟国 となった(注19)。1930年 代後半、北欧4ヶ 国はいずれ も国内的 には社会民主主義

政党あるいはそれを含 む政党連合の政権の下で内政安定 と福祉 国家へ の歩み を見せ始 めた。

また、36年7月 、北欧4ヶ 国はべネル ックス3ヶ 国 と共 に 「オスロ ・グループ」諸国の声

明 という形で国際連盟規約第16条 が規 定す る侵略者 に対する軍事 的制裁義務 を留保すると

い う意思 を明 らかに し38年 に北欧4ヶ 国はこの方針 を再確 認 した(注20)。

⑦第二次大戦へ の対応 は、4ヶ 国各様 であった。ス ウェーデンは中立 を維持 し、デ ンマ

ー クは1940年4月9日 のヒ トラーの侵攻 に即 日降伏 し、 フィンランドは ソ連 との問で冬戦

争(1939年11月 ～40年3月)、 継続戦争(41年6月 ～44年9月)を 戦い、 そのため多大の損

失 と戦後の1/10の 国土割譲 ・多額の賠償 金支払い等 の負担 を負った。ノルウェーは、政府

は独軍 に抗戦 したが1940年6月10日 、国内のノルウェー軍は降伏 し、国土 はナチス ・ドイ

ッに占領 された。国王 と閣僚はやむ な く英国に亡命 し海外 か ら戦いを続 ける とともに、 国

内ではヒ トラーが立てたクヴィス リング偲偏政権 と独軍 に対 して圧倒的な国民的支持 を基

盤 とした国内 レジスタンス闘争 を遂行 した(注21)。

⑧ス ウェーデ ン、 ノルウェー一、デンマークとアイス ラン ドは、1953年 に北欧会議Nordisk

Rad(NordicCouncil)を 形成 し、フィンラン ドも56年 に参加 した。 これ らの諸国は、その
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頃か ら自らNordenと 呼び、一般 にも 「北欧」 として認識 されてお り、 国民多数 はルター派

で、文化的歴史的現代社会的政治的状況 も似 ている安定 した民主主義 国家であるといわれ

ている(注22)。

(三)キ リス ト教 ・福音ルーテル教の伝統 と学校教育

(1)キ リス ト教 と教育(注23)

他の北 欧諸国 と同様、ノルウェーで もヴァイキング時代 にキ リス ト教 が入 って きて、ll

世紀末にはNidaros、Bergen、Oslo、Stavanger、Hamarに 大聖堂が設立 されている。 また

同世紀以降、ベネディク ト派、 ドミニ コ派、 フラ ンシス コ派等の修道院が進出 していた。

大聖堂、修道院には学校が付設 され、聖職志望者 に読方、書方、 ラテ ン語、キ リス ト教、

唱歌 とさらには論理学な どが教 え られていた とみ られ る。宗教改革直前の頃には、教 育内

容はラテ ン語文法 を主 とした三学(文 法、弁証法、修辞学)を 中心 に、四科(算 術、幾何、

天文、音楽)に も亘 るようになっていた といわれている。

北欧 に大学が出来 るのは、スウェーデ ンで1477年 にウプサ ラ大学、デ ンマークで1479年

にコペ ンハーゲ ン大学、ノルウェーでは1813年 にオスロOslo大 学が初めてであ り、それ ま

では必要な者 はフラ ンス、イ タリア、 ドイツの大学 に留学 していた。

なお、 ノルウェーで は13世 紀半 ば、商人や宮廷人、国王それぞれの養成 に必要 な知識 に

関する最初の教育書が著 されてお り、キ リス ト教 を生活の基礎 にす るよう、 また個人の名

誉 意識や死後の名声 の重視 などヴ ァイキ ング以来の北 欧の伝統 的モ ラルの重要性や ラテ ン

語 ・フランス語 と共 に母国語学習 の重要性 も説かれている とい う。

農民大衆の教育 については、 ノル ウェーにおいては、13世 紀の教会法がすべての児童が

「信仰箇条」「主の祈 り」「聖母 の祈 り(ア ヴェ ・マ リア)」 を暗記すべ きことを規定 してお

り、これ は父親の責任 によって行 なわれることになっていた。教会では毎 日曜の礼拝の際

に司祭が ラテ ン語で児童の教 えを朗読 し、次いでノルウェー語で解説する とい う形が取 ら

れた。一般に6-14歳 で堅信礼 を受 けたが、7歳 か らは年1回 告解 を行 なう義務が課せ られ、

その際児童の教 えの口述テス トが行 なわれた とい う。

(2)宗 教改革 と1539年 の教会令(注24)

宗教改革 によって福音ルーテル教 プロテスタン トの支持す るクリステ ィア ン3世 がデ ン

マークの王位 につ き、1536年 、 ノルウェーに軍隊を送 ってカ トリック支持の大司教 を追放

し、大 司教座 を廃 してノルウェー をデンマーク教会 の支配下 においた。

9
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その下で1539年 に定め られた教会令Kirkeordinansenは 、 デ ンマーク ・ノルウェーの最

初の学校法 といわれ、1607年 まで ノルウェーにも適用 された。 この教会令 は、学校 を形式

上、教会か ら分離 し国家の管理下 に置 き、各都市に学校 を1校 設置 しなければな らない と

し、各地 で運営 されているその他のあ らゆる普通学校 は廃止 され るべ きことと規定 した。

又、青少年 に神 のことばを教 えることを指示 した。児童の教育の監督 は教 区牧 師の責任 で

あ り、教会書記、副牧師、近 くのラテ ン語学校の最年長生徒等が教育 し、教区牧 師 自らも

日曜毎に説教の後、次の30分 くらいで教理問答書の一節 を読 み、個 々の文章、十戒あるい

は信仰箇 条の一条を説明 し、児童 は小教理問答書 ・その他詩篇 のい くつかを朗 読 し ・唱い、

暗記暗唱するまで繰 り返 し反復斉唱す るものであった。都市 では教理問答書講読は通常、

夕拝の際に行 なわれた。ノルウェーで は、 この教育の到達水準 は小教理問答書の前の方の

三部分の暗記程度であった といわれる。この教会令 は、私立学校 を禁止 し、司教座都市で

のラテ ン語学校の設立、小都市でのその予備教育 を行なう小 ラテン語学校 の設立 を規定 し

た。

旧大聖堂学校 は、聖職志望者が入学 を希望 し、一段 と格の高い もの として存続 した。 こ

れ らの学校 は、 ラテ ン語学習、ル ターの小教理問答書の学習を基礎 とし、 さらにル ター神

学 を中心 とし、その他、算術 と唱歌 を教え、国語 は排除されていて、母語 を用い ると答打

ちの罰が定め られていた。

宗教改革 ともにベルゲ ンやオス ロの監督等 にノルウェーの民族 的遺産 ・過去の栄光を重

視す る人文主義の運動が現 れたが、全体的にはラテ ン語学校 の教育 に大 きな影響 は及ぼさ

ず、教師が母 国語 と国民的教材 を用 いない傾向は18世 紀 まで続 いたという。

なお、北欧諸国の宗教改革 については、次の ように述べ られている(注25)。

① スウェーデ ンにおいては、 グスタヴ ・ヴァーサ による国民統合の過程で 「教義に関す

る議論な しにルター派宗教改革が勝利 した」。② 「スウェーデ ンの 「国民的』統合 と教会の

国教会化 にグスタヴ ・ヴァーサの果た した役割は、デ ンマークにおいては三人の王に分担

された」。③ 「ノルウェーな ど(の フィンラン ドを含む従属国 引用者補足)で は改革はま

った く 『外圧』 に基づいていた。……クリスチ ャン三世 はノルウェーのル ター派化 を軍事

力 によって強行 した。……全農場の約三割 を占めた教会領は 「国有化』 されたが、ノル ウ

ェーの もの にではな く、デ ンマ ーク王 に属す るようになった」。

(3)1739年 の勅令 と学校教育

フ リーゼ リク4世 の敬慶 主 義(注26)を 受 け継 いだ子 の ク リス テ ィア ン6世 は 、 ノル ウ

ェ ーの地 方学 校 に関す る1739年 の勅 令Forordningenav17390mskolerpalandetiNorge

を定 めた 。 この勅 令 は① 各教 区集 会menighetは 学 校 を設 立 し維 持 す る義 務 を負 う、② 児童
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は一定の期間学校 で教育 をうける義務 を負 う、③ この学校 はキリス ト教 的教育 を行 う学校

である、 というノルウェーの初等民衆学校の三原則 を規定 した。それまで教会の問題であ

ったキ リス ト教教育 を学校 に移 し、各牧 師管区は各 々、学校 をもたねばな らない とした。

就学義務 を7歳 か ら10歳 ない し12歳 の児童 に課 し、各児童 は年 に少 な くとも3ヶ 月学校 で

教育 を受けなければな らないが10-12歳 で は冬期週1、2回 の出席で よいこととし、就学義

務不履 行の親への処罰 も定 めた。 中央教会 を有する地域又 は多数児童が通学 しうる所では

常設校 、人口疎 らな地域では移動(巡 回)学 校(注27)の 設置 を規定 した。学校 の教科 は

キ リス ト教、読方、書方、計算であ り、 うち書方 と計算 は選択制 であった。 この勅令は18

世紀 を通 じて殆 ど実現 されなかったがノルウェーの初等民衆教育 に方向づ けを与え 目標 を

設定 した点に意義があ ると言われ、その方 向での監督や教 区牧師の尽力 もあった。 この勅

令 にはコメニウスの思想的影響 が現れていると言 われている。

この勅令 は、デ ンマーク ・ノルウェーにおいて、「ラテ ン語 を読むに適 しない少年少女の

ための書方学校skriveskole」 を設立する ことを各都市 当局 に要求 した。

大都 市では書方学校 とラテン語学校 は並存 したが、小都市では18世 紀 に新興商工業者 の

子弟の ための書方学校(国 語学校)が キ リス ト教、読方、書方、計算 を教 える学校 として

ラテン語学校 にとって替わっていった。 この勅令 は、又、 ラテ ン語学校 に国語、歴史、地

理を教 科 として導入 し、教科書 も国語で書かれた もの を用い ることにしたがほ とん ど実施

されず、国語 は1775年 の勅令 によって初 めてラテ ン語学校の教科 として確立 され、大学入

学の 「学芸試験」 の科 目は宗教 、古典語、歴史、地理、天文学 に拡大 された。 この頃 コペ

ソハーゲン大学 における教育 も神学研 究だけでな く時代 に対応 しつつあった。 また大学進

学の教育 は大聖堂学校で行 われ続 けていた(注28)。

以上 を要するに、ノルウェーでは、11世 紀頃か らキリス ト教 と結 びついてラテ ン語に よ

る学校教育、13世 紀 には教会 での農民大衆の宗教教育が行 われて きてお り、それがデ ンマ

ークの支配下での宗教改革 に伴 って義務教育制度(化 の意図)の 下で福音 ルーテル教の敬

度主義的宗教教育 に変換 されてこの国の文化 ・学校教育の伝統 を形成 していた と言えよう。

現在 、ノルウェーでは、憲法 で 「福音 ルーテル教Denevangelisk-lutherskReligionは 国

教であ り続 ける」 と定め られてい るが、それだけでな く、ノルウェー国教会の牧師 も公務

員であ る。そ して国の統計で宗教的にノルウェー国教以外の人 は総計28万 であ り(2001年

現在)、 通俗的には国民 の84～86%が ノル ウェー国教 と紹介 されている(注29)。

ノル ウェーで、キリス ト教 的倫理 ・価値の教育理念が法定 され、義務教育学校の必修科

目として 「キリス ト教 ・宗教 ・道徳」、高等学校 の進学系三学科の共通一般必修科 目とし

て 「宗教 ・倫理」が置かれている背景には、上記の ような事情があるのである。

なお、福音ルーテル教 がデンマー ク支配か ら離れてノルウェー国教 に替 わって きた過程

につい ての解明は、今後 の課題 として留意 してお きたい。
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(四)ポ ピュリズム と教 育

ヨン ・ロウグロが 『2000年 におけ る教育 と北欧福祉 国家 平等、政策及 び改革』の

「第1部 スカンジナ ヴィアの背景」 の 「第2章 ノルウェーのポ ピュリズム と教育」(注

30)で 説 くところは、現代 ノルウェー教育制度の成 り立 ちの説明 として極めて説得的であ

る。本節で は、その叙 述か らの抜 き書 き、若 しくは縮約 に よって、 その要点 を示 したい

(以下、区切 り毎の末尾 に原著記述の該 当頁を示す。なお、見出 しは原著、文 中語句の太字

は訳者 による。)。

(1)ノ ルウェー社会 におけるポ ピュ リス トの特色

「ノルウェーは、 ヨ`.ロ ッパの辺境 にある国である。……ノルウェーの政治制度は、 こ

の国の地方(田 舎)と さ らに僻地の文化的経済的利益 を、 その人口基盤 を遥かに超 えて重

視 して きた。 ノルウェーでEU加 盟 に対 する懐疑が強いのは、EU加 盟反対がポ ピュリス ト

の伝統 と社会主義者 の反資本主義 を栄養源に しているのであるか ら決 して偶然ではない。

ポ ピュ リス トの政治は、普通の人々が学校 を含む公的制度 に力 を行使す ることを強調す

る。 この ような影響力 は、地方公務員 の直接選挙 に際 しての住民全員投票、あるいはノル

ウェーの場合のように地域共同体communityに 近い小 さい単位 の地方政府 を用 いることに

よって遂行 される。ノルウェーの地方政治の選挙単位は、教会区 と一致する ものであって

きたのであ り、1960年 代 の大統合 を経 ても、今 日の コムーネ人口の中央値 はわずか4,352人

であ る。

19世 紀の ノルウェー ・ポ ピュリズムは、国の上流階級 と公務員の権力 と文化 的権威 とを

引 き下げることを求めて二つの文化 的奮闘を した。一つ は、民衆文化 に基づ く国民性の覚

醒 と地 方 自治 であ り、 もう一つ は、敬虐 主義 ルー テル教 の低教会宗教復 活lowchurch

religiousrevivalで あ る。

前者 は、……様 々な点 における知識人の間でのポピュ リス ト・ラディカリズムの創造で

あった。…… これ らの文化的ポ ピュ リズムは地方の民衆 とそのノルウェー ・ナシ ョナリズ

ム自覚 の担い手 としての生活様式を持 ち上 げたけれ ども、 さらに、外国の理念、特 にデ ン

マー クのNF。S.Grundvigと ドイツのJ.G.Fichteを 見た。 ……この過程 において、当初 の

alumue(庶 民、普通の人)の 概念が、元 々普通の人 々ordinarypeopleと 国民nationと い う

二つの意味 を持つpeopleの 両方の意味 を厳密 に結合 させたfolk(国 民)に 置 き換え られた。

……ポピュ リズム と国民的独 立は、 ノルウェ,__..では絡み合 って……1905年 のスウェーデ

ンか らの離脱 に導いた。」(pp,33-34)
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「敬慶主義 は、1700年 頃 までに ドイッか ら輸入 されたものであったが、19世 紀初期、既

成の教 会 で蔓延 ってい た啓蒙主義の合理主義者 に反対 したlaypreacher、HansNielsen

Haugeに 指導 されて民衆運動 として再浮上 した。 この運動 は抑圧 されたが、後 に敬慶主義

はルーテル国教会の主流 にな り地域 の世俗 に影響 を及 ぼす恒常 的な力 となった。 この敬慶

主義の奮 闘は、 国民的ロマ ンティシズム及びグルン トヴィ主義者の さらなる人文主義的敬

慶主義 と競い合 って、農民の政治運動 に注がれていった。」(p.34)

「1814年の憲法 は、全ての男子土地所有者 に公民権 を拡大 し、19世 紀後期に小規模 自作

農で さえ 自分たちを被統治者か ら市民へ と転換 し得 る枠組みを形成 した。……

自作 農民の地域共同体 における自治の要求は、選挙 で選ばれる地方政府 を導入 した1837

年法の背後 にあった起動力であった。地方政府 の最初 の主 な課題 は聖職者 に初等学校 を設

立 させ 運営 させることを引 き受けさせ ることであった。結局、農民政治家 は都市の もっと

自由主義者 と合流 しVenstre自 由党(注31)を 形成 し、 この左翼政党はスウェーデ ン ・ノル

ウェー連合 国王 に議院内閣制 を設立 させ た。農民 国会議員 は、国家財政 を古典的学科で上

流 階級 を常連 にしてい る学問的学校 に使 うことに気が進 まず、民衆出身の若者に供す る成

人教育(folkehoyskole)を 助成す ることを好んだ。

自由党は公民権 を拡大 し地方政府 を強め教会事項 に地域俗人の影響力 を増 し、方言重視

方針 に沿 った言語の再構成 を助長 した。 この党は1905年 、ス ウェーデ ンとの連合 国家か ら

の分離 に至 らせた興隆す る民衆的国民主義 の党で もあった。」(pp.34-35)

「1930年代 に支配政党 になった労働党 も地方の小 自作農及び漁民の間で強か ったこ とも

興味深 い。 この党の強さは、 これ らの集団 と産業労働者の提携 によっていたのであ り、そ

の最初 の代議士 は工業都市 よりは北部の小 自作農及び漁民 の選挙区民か ら出た。……20世

紀の教 育政策 は主 として労働党 によって形成 されたが、 自由党 にた どり着 くことが出来 る

中道政党の支持 も大変重要であったのであ る。制度の顕著な特徴 は、初期 に自由党に よっ

て定め られた基礎 にた ど り着 くこ とが出来、 自由党の後継者 に よって継続 され、労働党 自

身の政策へ と注入 されたのである。」(p.35)

「ノルウェーにおいては、地方政治 に足跡 を記 した人々の多 くは、その出身教 区の学校

教師兼助祭若 しくは先唱者 であった。彼 らは又 しば しば農業 を副業 にしていた。…… ノル

ウェーの殆 どの地域 において農場は非常 に小 さ くて紳士階級 を維持す ることが出来なかっ

たので教員の大層 な学習 は重 ん じられなかった。教員が重要 な役 割を果た し得たのは、お

そ らく自由党の地域活動の ようなところだった と思 われ る。……

1880年 か ら1920年 は、教員兼 自由党政治家 の黄金期であった。……地方教員 は通常男性

であった。……女性教員 は もっ と都会的で上流の社 会階層の出身だったのであ り、……

1970年 代 になって初めて初等学校教員 で女性 が多数になった。」(pp.36-37)

ノルウェーは、OECD諸 国の中での比較で は初等教育、前期 中等教育への1人 当た りの
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支出は高 く、高等教育へ の支出は低い。又、国の教育費支 出は地理的 な不平等 をな くすた

めに用い られて きた。地方の子 どもが教育 を受け られるよう小規模校の生徒 あた り経常費

は、 しば しば大規模校 の3倍 にもなっている。(pp.37-38。 縮約)

(2)強 い共通学校 と弱い学問的学校の伝統

「19世紀後期迄 に初等学校は爾後の通学の準備 として認め らるようにな り1920年 迄 に初

等学校(7-14歳)修 了は国庫助成 を受 ける中等学校への唯一の道 となった。

1950年 代後期における14歳 か らユ6歳へ の共通普通教育commoneducationの 拡大は、 この

ような長い伝統 の上 に成立 した。

これは…1950年 代迄10歳 又は11歳 での学問的中等学校へ の選抜が蔓延 っていた欧州諸国

の政策 と対照的である」(pp.38-39)

「共通普通の学校 と教育課程 は普通 の人々の文化 的に統 一された共同体 とい うポピュリ

ス トの考 え方 と一致す る。ポ ピュリス トの感性 は少数の選 ばれた民衆出身の児童 を家庭 と

共同体か ら離 して教育す る学校へ と傑 出 した生徒たちを分離す ることに反対す る。」(p.39)

「ラテ ン語及 びギ リシャ語……は、 ノル ウェーでは、他 の ヨーロッパ諸 国に比 して非常

に早 く近代科 目としての基盤を失った。早 くも1869年 以降、 ノルウェーの中等学校 では近

代語が古典語 の代替科 目にな り、ポピュリス ト政治の高潮期の1884年 以後 は古典語はノル

ウェー文化 と正反対 と言 う理 由で追放 されたに近か った。」(p.39)

「ノルウェーの中等学校 は、 ヨーロ ッパの中等学校 ほ ど特権 的に大学入学 に組み込 まれ

ていなか った。……例 えば教員養成学校 や技術学校は大学の学芸学部や 自然科学部 より入

学に際 して選別的だった。1960年 代 には中等学校 は学 問的学校 の型か らさらに離れて、生

徒 が16歳 で高等学校入学を競 うとき、 どの義務 的科 目も等 しく計算 され るようになった。

……高等学校の職業学科 は しば しば普通科 よ りも入学最小要件が高か った
。多 くの後期 中

等教育後の学校への選抜 に際 して学校の成績に加 えて労働経験が算定 された。」(PP・39-40)

(3)土 地 言 葉(方 言)の 最 高権 威 づ け

TheSuperiorAuthenticityoftheVernacular

「19世紀、ノルウェーの 『教養 ある』書 き言葉 と諸方言 との相違は、独 、伊、仏又 は英

国の公用語 と地方的地域的方言の違い より小 さかったに もかかわらず、標準語がデ ンマー

ク語 を起源に しているとい う理由でナ シ ョナリス トの憤激 を買 った。 こうして、1885年 、

英国やフランスの生徒が方言 を使 えば体罰 を受ける怖れがあった時、 ノルウェーの教員 は

自分 の話 しを生徒 の方言に適応 させ るよう教え られたのであ り、生徒 の方言 を訂正するこ
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とになってはいなかった(ス ウェーデ ンで教員が方言 を訂正 しな くなったのは1972年 以後)。

同時に、新諸法律 は地方議会がニューノシュクか従 来のブークモールの どちらを学校 で使

うかを決定することを認めた。高潮期の1943年 ……全 国の34%の 子 どもがニ ューノシュク

を教 え られた。小 学校数では……55%が 使 っていた。 しか し70年 代後期 にはニューノシュ

クを使用する小学生は常 に減少 し16%に なった。……標準 ブークモールは、 この間、地方

語の多 くの統語法 と語彙 を同化 して きた。

教員 はニューノシュクの強い支持者 に与 していた。……1949年 に45%の 教員がニューノ

シュクを選んでいた。……(第 二次大戦前 に養成 された教員 に多かった)… …労働党 はニ

ューノシュクを推進 しなかったが、労働 党の多 くの教育大 臣がニ ューノシュクを教育省の

公用語 として使 った。……

現在、言語問題はそれ程情熱 を惹 き起 こさな くなっている。……ニューノシュクはポ ッ

プミュージ ックで流行 り、1972年 の ノル ウェーのEU加 盟拒否の動員 に影響 を及ぼ した。」

(pp.40-41)

(4)大 多数民衆のために:社 会統制のための教育の歴史的兆候は殆どない

19世 紀の中頃の、 グル ン トヴィ理念に よる責任 ある市民教 育の隆盛、 トラーネ運動(注

32)の 後、上流階級の一部分が地方無産者 を 「過激 な煽動」 に乗 らない ように教育 を試 み

た こと、1845年 の後、国教会ル._._テル教 がその権威 を護 るため通学 を奨励 した ことを別 と

すれば、「ノルウェーには、 ヨーロッパの大衆教育は政治的宗教的不穏 を和 らげようとい う

願望 によって進め られた という命題 を支持す る経験 はない。

しか し、1960年 まで学校 は、意識的に言語的少数者、サ ー ミや フィン語 を話す人 々をノ

ルウェー語化 しようとして きた。…… ノルウェー も……歴史的ポ ピュリス トの、多数者 の

民族的文化 を少数者 に課そ うとする衝動を示 して きたこともあ る。

多分 ノルウェー人は 自身の独立のための奮 闘によって、 ほかの人民peoplesが 自分たちの

国を持つ権利 を評価す る条件 を有 しているであろ う。第三世界の解放 に対す る支持 はこの

経験 を反映 してい る。 ……

……(現 在)移 民問題 は、 国内のポピュリズムに内在 する文化 の多様性 に関するディレ

ンマを もた らしている。」(pp.41-42)

(5)学 校教育過剰への用心:家 庭及び地域社会における成長の重要性

「家庭、勤労の場及 び地域共同体 で生 じる非定型 の教育 は、ポ ピュリス トによって高 く

評価 されている。おそ らく間違いな く、 このような見方 を反映 した教育理論 に寄与 したの

一15一



現代ノルウェー教育制度の国民的背景

は、 ニューノシュク運動 の揺藍期 に長 くVoldaTeachersCollegeの 校長 であったErling

Kristvikで あろう。彼 は、 トロ ンハイ ムの上級教員教育の初代教授 に もなった。……彼の

著作は、ポピュリス トの伝統の上 にしっか りと立 っていた。……。彼 は、マルキス トの物

質主義 をも資本主義者の産業化 を も批 判 して、産業、科学、都市化が進歩 をもた らす とい

う合理主義者の楽観論 に懐疑的であった。……彼 の著作 は親のあ り方parenthoodと 道徳 的

育成 とを強調 した。 この ような関心 は……グル ン トヴ ィとルーテル教の教育的伝統 と調和

してい る。

1970年 代以来のノルウェーの教育課程には、教育 に親 を取 り込み子 どもの育成について

家庭 と地域共 同体 の連携 を増す ことに関心 を復活 させ て きていることが見 える。

……多す ぎる授業 は 『訓練 された無能力』の危険 を伴 うとい うポ ピュ リス トの見解 は疑

わ しい。……1950年 代迄 ノルウェーの地方 の児童 は資源不足又 は地理的条件 のため1日 置

きに しか学校 に通わなかった。…… ノルウェー人研究者(KarlJanSolstad)は 、1984年 に

英国の11歳 の生徒 は、 同年齢の ノルウェー生徒 の3倍 近い時間、教員 の授業 を受けていた

と測定 した。…… 日本 と比較すれば もっと劇的な差が明 らか になろう……。 ここにも教 育

におけるポ ピュ リス トの地方的伝統が見 られる。」(pp.43-44)

(6)管 理と設置の分権化

「ルーテル国教会は早期に教育上 の役割 を果た したが、学校 のよ り確 かな設置 は地方政

府の始 まりと結 びついている。1827年 の学校委員会の創 設は公選地方政府 を設立 した1837

年法の先駆 けであった。地域学校 の運営者は全員、 自分の子 どもをその学校 にや っていた。

地域 のルーテル教会人が行使 していた学校監督権限 は次第 に後退 し、 国の各県教 育局長

単独 に よるものへ と置 き替え られた。

農民派 と自由主義者の左派Venstre連 合 は、ポピュリス トの努力の高潮を表す1889年 の初

等学校法 によって分権 的統制 を要求 した。地方議会 は、教育用語 としてニューノシュクを

導入す る権限、教員を任命 する権 限、教育課程 を決定する権限を与 え られた(国 の基準が

あ り、授 業要 目は少 数の教科書 によって形成 されていたが)。 各学校 は過半数の親の代 表

による監督委員会supervisorycommitteeを 有することになってお り、地方のコムーネでは

この委員会 は教員採用試問の時 に応募者 に短い質問をする権利を有 していた。 コムーネの

学校 委員会 はい くつかの財政権限 をこの監督委員会 に委任す ることが 出来た。実際には、

これ らの委員会 はどち らか というと休 眠機 関に転 じていった。1920年 代及び30年 代 に、教

育省 は次第 に教育課程 に関するよ り規制的権限 を主張 した。……この ような中央集権的規

制 は、1889年 教育法に コムーネ問の大 きす ぎる不平等 と自分たちの仕事への素人の多す ぎ

る指示 を感 じていた教員の感覚 に合 った。
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労働党 は、福祉 国家 とよ り平等主義的な社会の建設 とい うよ り広い戦略の一部 として さ

らに中央集権 的教 育政策 を遂行 した。……第二次大戦後、労働党 は初等教員組合 と自然 な

同盟者 になった。 しか し1970年 迄に学校の平等主義的構造変化 目標 を完成 した後、労働党

はこの中央統制 を減少 させ る態勢に入 った。 それは選挙で支持 を失いつつあ り、次第に政

治的中原か ら票 を勝 ち取 る必要 に気づいていたことで もあった。

1960年 代以 降、広 い政治的支持 を得てい くつかの分権的政策が実施 されて きた。学校 に

多 くの諮問委員会が設置 されて、あ らゆる参加集団が決定過程で意見 を述べ ることが出来

る明確 な権 限を もつ ようになった。74年 及び87年 の基礎学校教育課程 は、学校 とコムーネ

政府に より大 きい権 限を与 え、後者は86年 か らよ り多 くの財政権限 をもつ ようになった。

主たる変化は コムーネが一括補助金で国の財政支持を受 けるようになったことであ る。

……手短に言 って、 ノル ウェー における職員 間の労働区分 の単純 な、小規模校の選択 は、

この国のポピュ リス トの強い伝統 を反映 してお り、 よ り大 きな学校 が提供で きる選択 と多

様性が準備 しうる明 らか な利点 を殆 ど考慮 してい ないことを示 している。市部 において も、

幼稚園の教員[の 対園児]比 率 は決定 的に高 く約5:1で ある。……国会の議決 によって

生徒数450人 以上の中学校 は、教育基盤 として大 きす ぎ、避けるべ きであ ると判断 された。

……ポピュリス トの伝統 には、大規模 な非人間的な制度 に対す る多 くの懐疑 と、労働全

ての安易過 ぎる分割 は人間性 の断片化 を招 きうる とい う疑念 とがあ る。」(pp.44-46)

おわりに

デンマ`.ク 支配末期の学校制度か ら 「統一・学校」制度への動向、第二次大戦後今 日に至

る教育政策 ・教育制度の展 開の概要等 に係 るノー ト等は、他 日に用意することとしたい。

注

(注1)「 教 育 史 研 究 ノ ー ト」 と しな い の は、 歴 史研 究 は 手 に余 る とい う理 由 と、 教 育 学 に お い て ノ ル ウ

ェ ー とい う 国 とそ の人 々、 社 会 が あ ま りに も知 られ て お らず 、 敢 えて 基 本 的事 項 を 踏 ま え る こ と

か ら始 め る 必 要 が あ る と思 わ れ る とい う理 由 に よる 。

ノ ル ウ ェー 教 育 に関 す る拙 稿 の主 な もの は 下記 の とお り。

a)「 ノ ル ウ ェー の10年 制 基 礎 学校 教 育 の 原 則 と方針 」 『日本 教 育 政 策 学 会 年 報 』 第8号(2001年

6月 ・八 月 書館)212-224頁 。

b)『 ノ ル ウ ェ ー の94年 ・97年 初 等 中 等 教 育 改 革 の 概 括 的 調査 研 究 』(平 成11-13年 度科 学 研 究 費

補 助 金 ・基 盤C(2)課 題 番 号11610298・ 研 究 成 果 報告 書)・2002年3月 ・全200頁 。

c)「 ノ ル ウ ェ ー の 高 等 学 校1999年 、2000年 視 察 を踏 ま え て一 」2003年3月 ・本 誌 第3号

1-28頁 。

(注2)UFD,TheDevelopmentofEducation1991to2000-NationalReportfromNorway

htt://Odin.de.no/ufd/enelsk/ubl/raorter/014001-220012/index-hovOO1-b-n-a.html(2003.
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(注3)

(注4)

(注5)

11.11。 以下、インターネットホーム ・ページ後の括弧内の数値は掲示確認年月 日。)

Lovomgrunnskolenogdenvidaregaandeapplaeringa(opplaeringslova)av17.juli1998nr.

61,1998年 法律第61号 。「opplaeringslova」(「教育法」)は 、公式に用いられている略称。最近改

正は2003年7月4日 法律第84号 により2003年10月1日 より施行。資料源:http;//www.lovdata .no/

all/n1-19980717-061.html

なお、英訳ActrelatingtoPrimaryandSecondaryEducationは オスロ大学データ ・ベースの

下記頁で見ることができるが、2003年11月 現在、法改正のフォローは2000年6月30日 の改正まで。

http://www.nb.uioi.no/ujur/ulovdata/lov-19980717-061-eng.doc

(注1)前 掲の拙稿 ・特にc)の 「現地訪問による実感」、参照。

なお、本文の記述をいま少 し補 うと、次のようである。

⑤国は、言語的少数者、障害者には特別の配慮 しつつ、共通一般教育を重視 しかつ法的拘束力

を有する全国共通の教育課程Laereplanを 定めている(教 育法 §1-3に 基づ く一般教育課程及び

各学科課程 ・各科 目教授要 目)。 この基準の下で、地方自治体及び学校の教育課程編成の自由が

大幅に認められている。

⑥後期中等教育の志願者は、高等学校第1学 年に設けられている基礎課程grunnkurs(略 称GK)

の学科(2000/01学 年度は15種 類設置)の 中、希望3学 科のどれか1つ で学び、 さらにそれに接

続する上級課程videregaendekurs(略 称VK>に 設けられた小学科のうちの一つで学ぶことがで

きる。職業的学科の上級第II程(後 期中等教育の第3学 年)以 上の専門教育は企業内で行 なう

ことを原則 としてお り(以 上、教育法 §3-1第6項 及び§3-3第2、3項 〉、実際は半ば強の

職業的学科の上級第2課 程でそうなっており、企業内実習が不可能な場合は、県がそれに替わる

高等学校での上級第2課 程の学習を保障 している(§3-3第7項)。 学科 ・教育課程編成は、専

門職業教育では概ね学年進級毎に分化 している。この後期中等教育を受ける権利は学科再選択の

場合は1年 間まで延長することができ、専門学科普通学科間を含む学科間の移行を容易にしてい

る(§3-1第4項)。

⑦教育課程 ・教科教育内容では、前記のキリス ト教 ・福音ルーテル教/宗 教 ・倫理関係教育の

外、次のような特色がある。1)国 、地方の議会選挙直前にも学校で模擬投票を行うことや社会

科授業で各政党の政策学習 ・発表を行 うことを含め、生徒会 ・学級会活動の奨励、学校の管理運

営への生徒参加等、参加型民主主義の教育を行っている。2)初 等教育第1学 年からの英語教育

を徹底 している。3)そ れらと国の難民受け入れ ・発展途上国支援 ・平和外交政策とを結びつけ

て、国際交流教育の推進に特に力を入れている。4)基 礎学校(6-16歳 の第1-10学 年)で は、

各教科 を超えた 「テーマ学習 とプロジェク ト学習」の時間を設置 し、第1学 年で授業時間の約8

割、以降比率 を漸減 し第8-10学 年で全授業時間の約2割 を充てるとしている。5)数 学は 「科

学であ り、芸術であ り、技術 であ り、言語であ り、かつ道具である」、数学教育 は 「創造力を用

い」「美的側面の経験へと招待する」 と位置づけてお り、低学年から電卓利用学習をさせている。

6)高 校理科諸科 目では実験に時数の25%以 上を充てるとしている。

教育法の §1-2は2000年6月30日 法律第63号 によって改正 され、下記のように定められている

(同年8月1日 から施行)。

「§1-2教 育の目的

基礎学校は、家庭の協同と理解を得て、生徒をキリス ト教的倫理的に成育させ精神的身体的に

発達させ良好な一般的知識を与え、彼 らが家庭 と社会において有益で独立 した人間になることを

援助 しなければならない。

後期中等教育は、生徒が仕事 と社会での生活が行なえるよう技能と理解と責任を発達 させ、生

徒、職業実習生及び実習生候補の個人的な発達を援二助 しなければならない。後期申等教育は、基

本的なキリス ト教的人間的価値についての自覚と理解、この国の文化遺産、民主主義の理念、並
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びに科学的思考方法及び労働方法を増大させることに貢献しなければならない。

基礎学校教育及び後期中等教育は、人間の平等、精神の自由と寛容、生態学的理解及び国際的

協同責任を促進しなければならない。

教育は、より広い教育及び学習の基礎を提供 し、共通の知識、文化及び基本的価値の基礎、並

びに人々の高い水準の能力 を支持 しなければならない。

教育は、個別の生徒及び職業実習生の能力 と適性 に応 じたものでなければならない。

教員 と生徒、職業実習生及び実習生候補 と企業、学校 と家庭、学校 と労働生活の間に良好 な協

同の形態を創ることを重視 しなければならない。学校及び実習企業に関与する者は、生徒、職業

実習生及び実習生候補が傷つけられたり攻撃的な言語及び行為 に晒されることのないように努力

しなければならない。」

(注6)教 育法 §3-11項 、第5項 。なお、詳細は割愛するが、初等、中等教育を通 じて、言語的少

数者、障害者の教育を受ける権利については、教育法の下記諸条項で特別の保障が定められてい

る。 §2-5基 礎学校 における言語形態、 §2-6手 話教育、 §2-7ク ベンーフィン出身の

生徒のためのフィンランド語教育、 §2-8少 数言語出身の生徒のための教育、 §2-14点 字

教育等、 §3-9高 等学校における手話教育、 §3-10ブ ライユ点字教育。

(注7)キ リス ト教宗教道徳科では、国教の寛容の精神 と人権尊重に基づ き、 ヒューマニズム、イスラム

や仏教 について例えばコーランの一節や浬樂にまで立ち入って教えている(注1前 掲の北川 ・科

研費研究成果報告書<51>頁 ～<58>頁 、参照)。

なお、上記報告書当時の教育法の §2-4は 、その後、微小改正され、その条項に基づいて設

置される基礎学校必修科 目の名称は、fagetkristendomskunnskapmedreligions-oglivssynsori・

entering(直 訳すると 「科 目:宗 教及び道徳指導を伴うキリス ト教知識」または 「キリス ト教知

識及び宗教道徳指導科 目」)か ら、キリス ト教宗教道徳科fagetkristendoms-,religions-og

livssynskunnskap(直 訳する と 「キリス ト教、宗教 及び道徳の知識科」)に 変更 された。

kunnskap(知 識)と 言 う語が、キリス ト教、宗教、道徳 の3つ の語を受 けるように変えられた

のである。ここでkunnskapは 、「知識、知見、情報」(古 城健志 ・松下正三編著 『ノルウェー語

辞典』1998年 ・大学書林)、 「1knowledge,information2knowledge,information,appre-

hension,cognition」(EngelskstorordbokmetiFinger,Kunnskapsforlaget,2001,0slo)な どと

訳されている語である。またfagetは 、「職業:部 門、専門、分野;区 画、仕切 り」などの訳語が

示 されてお り(『ノルウェー語辞典』)、教育では場合 によって 「学科」「専門」などを意味する。

ここでは、「理科」「社会科」「家庭科」などの用例に倣って 「科」 と訳 した。

下記 に、現行教育法 §2-4の 全文の翻訳を示す。

「§2-4キ リス ト教宗教道徳知識科の教育。宗教活動の免除等。

キリス ト教、宗教及び道徳についての知識の教育は、

・文化遺産kulturarv[culturalheritage]及 び福音ルーテル教信仰 としての聖書及びキリス

ト教の基礎知識を与え、

・他のキリス ト教宗派の知識を与え、

・他の世界宗教、人生観、道徳的哲学的問題の知識を与え、

・キリス ト教的、人道主義的価値観への理解と尊重を奨励 し、かつ、

・信仰及び人生観問題について異なる解釈の人々との理解と尊重 と対話の能力を奨励 しなけれ

ばならない。

キリス ト教知識 ・宗教 ・道徳科は、すべての生徒が正規に参加するべ き普通の授業科 目である。

この科 目の授業は説教を含んではならない。

キリス ト教知識 ・宗教 ・道徳科の教員は、始めに §1-2に 定められた基礎学校の目的条項を

取 り扱い、また、キリス ト教並びにその他の宗教及び人生観の特徴 を取 り扱わなければならない。
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同じ教育原理が様々な問題の授業の基礎に据えられていなければならない。

生徒 は、彼 ら自身の宗教、信念によって、他の宗教の実践のために、あるいは他の信念 を支持

するために、両親の文書通知によって各個の学校の授業のこの科 目の部分への出席を免除される。

このことは、学級の内又は外での宗教的活動においても可能である。学校は、免除についての通

知がされた場合、可能な限 り、特に低学年段階においては、教育課程内の異なる授業の権利を提

供するという解決を探さなければならない。

15歳 に達 した生徒は、 自分で上記第4項 の文書通知をすることができる。2002年4月12日 法律

第12号 により改正(同 日の政令第349号 により同年8月1日 施行)。」

(注8)高 等学校の各教科 ・科目の内容については、UFDが 「後期中等教育のための教育課程(教 育計画)

Laereplanforvideregaendeopplaering」 を定めている。そのうちの科 目Religionogetikk(宗 教

及び倫理)の 定めの中で、例えば次のように記 している。

「宗教倫理科 目の授業は、異なる宗教 と信条についての知識 と理解 を与えることを意図してい

る。世界の私たちの部分では、人口の大部分がキリス ト教に属 し、キリス ト教 は基本的な規範と

価値の創造について並びに言語と文化の発展について支配的な影響力 をもっている。それ故、キ

リス ト教が非キリス ト教的宗教 よりも寛容な扱いを受けるのは自然である。この科目の中心的な

位置が、キリス ト教信仰の基礎 として、かつ、私たちの文化を鼓吹す る源泉としての、聖書の知

識 とキリス ト教信仰の異なる形態に与えられている。非キリス ト教的宗教に関しては、ノルウェ

ー社会で最も強 く代表されている宗教により多 くの注意が捧げ られるのが自然である。イスラム

教は、国際社会においてもノルウェーにおいても重要性を有しているので、この科目において他

の非キリス ト教的宗教以上に何ほどか大 きな位置を与えられている。

前世紀の問に、宗教に変わる多 くの代替的倫理が発展した。宗教倫理科 目は、この過程に関す

る知識を与えなければならない。私たちの文化集合社会kulturkrets(culturegroup)に おいて

は、ヒューマニズムの発展に特別の注意を払うのが自然naturligで ある。多様な学派が社会 と自

然における人間の位置に関する思想tenkningeに 貢献 してきた。そのような問題に対するどのよ

うな接近の仕方が、今 日の信条(哲 学)論 争を特徴づけているかを理解するようになることは重

要である。個々の人間の信条は、少なか らず、倫理について彼 らが行 う選択、及び、彼 らが基本

的な規範の採用の基礎にお く前提に対 して、重要性を有 している。

人類は現在、巨大な倫理的課題に直面 している。 もし私たちが個人の権利が尊重 される社会を

創るべ きであるとした ら、 もし民主主義と法の支配が未来において機能すべきであるとしたら、

教育制度が倫理意識を向上 させることを優先することは基本的重要事項である。宗教倫理科 目は、

倫理理論の序説innfering(introduction)を 与えることも、今 日的問題を取 り上げることもする。

この科 目の学習を通じて、生徒は、 自分が行う選択を護ることができる個人的見解の形成を奨励

されなが ら、倫理問題を論 じ多様な解決方法を考える能力を鍛える。

宗教倫理科 目の授業oppl2eringenは 、生徒が実存的課題eksistensielleutfordringerに 対応し、彼

らを刺激 して宗教及び信条の共同経験及び批判的評価をするよう促すことに役立つであろう。同

時に、この科 目は多様な信条の生徒間の対話の機会を提供 し、彼 らが宗教倫理問題における自立

性と自己認識を発達 させ るのに役立つであろう。この科目の精神においては、信条 と宗教の出会

いは、生徒が自分の意見を発表することに自信 を与えつつ、寛容を助長 し、偏見を打ち消 し、他

者の見解に対する尊重をつ くりだす ことにある。最終的には、自分 自身の前提 と信念に合わせて

科 目内容を判断するのは生徒自身である。」

資料源:Laereplanforvideregaendeopphering,Religionoge亡ikk

(htt://www.ls.no/dav/5AA65CgC4AD74BO91482493BABODI4FFC3k.doc2003.11.25)及 びその

英 語 版CurriculumforUpperSecondaryEducation,Religionand.Ethics(http://ls.no/eway/?pid=207。

(注9)AlferdOftedalTelehaug&NinaVolkma,Norw・egianEducationPolicyRhetoric1345-2000:
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(注10)

(注11)

(注12)

(注13)

(注14)

EducationPhilosophyinthePoliticalPartyPlatforms,ScandinavianJournalofEducational

Research,Vol.43,No.3,1999.

KongerigetNorgesGrundlov,giveniRigsforsamlingenpaaEidsvoldden17deMai1814,

http://www.lovdata.no/frame-nl.htmal{2043.11.20)

吉 川 智 著 「ノル ウ ェ ー王 国 憲 法 とそ の特 徴 につ い て」1989年1月 ・国 士 舘 大 学 日本 政 教 研 究 所 『日

本 政 教 研 究 所 紀 要 』 第13号91-106頁 。駐 日ノ ル ウェ ー 大 使 館 に よれ ば、 ノ ル ウ ェ ー憲 法 全 文 の邦

訳 は、 同 国 政府 に よ る もの は無 く、 同 大 使 館 が存 在 を確 認 して い る の は吉 川 訳 の み で あ る。 抜 刷

を下 さ っ た 吉 川 氏 に謝 意 を表 す る 。 なお 、 邦 訳 に付 され た主 要 語 の ノル ウ ェ ー語 及 び 英 訳 は省 略

した。 同憲 法 の1995年6月23日 現 在 の英 訳 は、htt://odin.de.no/odin/enelsk/norwa/system/

032005-990424/index-dokOOO-b-n-a.html(2003.11.20)に 掲 載 さ れ て い る 。

政 党提 出 候 補 者 リス トに対 して 全 国19県 選挙 区 と全 国 区 とに よ る ほ ぼ完 全 な 比 例 代 表 制 で選 ば れ

る 。 但 し投 票 総 数 の4%以 上 を得票 しな い 政 党 に は議 席 配 分 は ない 。 任 期 途 中 の 解 散 は な い 。 オ

ロ フ ・ペ タ シ ョ ン著(1995年)・ 岡 沢 憲 芙 監 訳 ・斉 藤 弥 生 ・木 下 淑 恵 共 訳 『北 欧 の 政 治 』1998

年 ・早稲 田 大 学 出 版 会 の 「第4章 議 会 」、 参 照 。

htt://odin.de.no/ked/html/valresultat2003/frameset.html(2003.11.21)

ノ ル ウ ェー 史全 般 に つ い て 、a)Microsoft社 編 集 発 行CD-rom『 エ ン カ ル タ 百科 事 典2001』 、b)

ノ ル ウ ェー 政 府 ホ ー ム ・ペ ー ジOdinhttp://odin.dep.no/oden/(2003.6.8)のThehistoryof

Norway(最 近 更 新1996.2.29)、c)百 瀬 宏 ・熊 野 聡 ・村 井 誠 人編 『北 欧 史 』1998年 、 山川 出版 、

参 照 。 カ ルマ ル連 合 とノ ル ウ ェ ー の デ ンマ ー クへ の従 属 につ い て は 、c)103-119頁 、 参 照 。

(注15)エ イ ッツ ボ ル 憲 法 につ い て は、 前 注c)の194-197頁 、 参 照 。

(注16)

(注17)

(注18)

(注19)

(注22)

(注23)

(注24)

(注25)

注11に 前 記 の 吉 川 智 論 文、 参 照 。

『北 欧 史 』279-282頁 。

武 田龍 夫 著 『北 欧 を知 るた め の43章 』2001年 ・明石 書 店 ・169頁 。

『北 欧 史 』331-332頁 。(注20)以 上 、 同前337-342頁 。(注21)同 前342--345頁 。

村 井誠 人 、村 井 ほ か 監 修 『北 欧 』1996年 ・新 潮 社 ・8頁。

なお 、 ア イ ス ラ ン ドは 、1998年 現 在 人 口 約27万 人 、930年 に ア ル シ ン グ と よ ば れ る議 会 に よ る

共 和 国 を建 て、1262年 か ら は ノ ル ウ ェ ー 、 次 い で デ ン マ ー ク に支 配 され たが 、1904年 に 自治 を 達

成 しデ ンマ ー ク との 連 合 時 代 を経 て1944年6月 、 共 和 国 と して 独 立 した(『 エ ンカ ル タ百 科 事 典

2001)

本 節 は 、松 崎 巌 執 筆 ・梅 根 悟 監 修 ・世 界 教 育 史研 究 会 編 集 ・1976年 講 談社 発 行 『世 界 教 育 史 大 系

14北 欧 教 育 史 』 「序 章 古 代 ・中世 ・北 欧 人 の生 活 と教 育 」 の 第2節 「中 世 北 欧 の 教 育 」28-49

頁 の 要 約 に よる 。

な お 、 堅 信 礼 、 告 解confessionに 関 して 、 『エ ンカ ル タ百科 事 典2001』 で は 次 の よ う に説 明 さ

れ て い る 。

「堅 信Confirmationは … …洗 礼 に よ っ て神 の子 とな った 者 を聖 霊 降 臨 の 神 秘 に あ ず か らせ 、 か

つ 成 長 させ 、 教 会 共 同 体 の 成 熟 した 一 員 とす る。 … … ル ター 派教 会 … … な どで は … …お よそ14～

16歳 ご ろ に教 会 の正 式 な一 員 に な る た め の 式 と して と りお こ な わ れ る」。

「Confessionは … … キ リス ト教 の 秘 跡 の ひ とつ で 、 洗 礼 後 に お か し た罪 を 司 祭 に告 白 し、 ゆ る

しを うけ る こ と。 … … プ ロ テ ス タ ン トの ル タ ー派 教 会 で は、 大 勢 の信 徒 の 前 で 公 開 の告 白 が お こ

な わ れ る が 、 私 的 な体 験 に よる信 仰 告 白 の性 格 が 強 く、 ゆ る しや秘 跡 と して の 特 性 は な い 。 … …

告 白 は信 仰 の表 明 と され て い る」。

本 節 は基 本 的 に松 崎 ・前掲 書 第4章 「ノ ー ル ウ ェー の 教 育 」 第1節 「宗 教 改 革 と ノー ル ウ ェー 教

育」349-358頁 の要 約 。

『北 欧 史 』①131-132頁 、 ②133頁 、 ③135頁 。
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(注26)

(注27)

(注28)

(注29)

(注30)

(注31)

(注32)

敬 凄 主 義 につ い て 『エ ンカ ル タ百科 事 典 』 の 「プ ロテ ス タ ンテ ィズ ム」 の項 の 下 記 説 明 を参照 。

「敬 凄 主 義1670年 代 に は ドイ ッ で敬 凄(け い け ん)主 義 と よ ばれ る運 動 が お こ り、 知 識 を偏

重 した正 統 派 に対 抗 し た。 ドイ ツ 人 牧 師 フ ィ リ ップ ・シ ュ ペ ー ナ ーの 指 導 の も と、 信 者 は少 人 数

で 個 人 の家 に つ どい 、 聖 書 を ま な び 祈 りを さ さ げた 。 敬 慶 主 義 は個 人 の 回心 を 重 視 し、 神 学 的 に

た だ しい命 題 を うけ い れ る の で は な く、 素 朴 で 積 極 的 か つ 敬 慶 な信 仰 を尊 重 した 。 この 一 派 は、

ドイ ッ を は じめ 北 欧 諸 国 とア メ リカ に も ひ ろ まっ た 。」

教 師 が3、4ヶ 月 毎 に教 区 内 の 分 教 区又 は 集 落 に 移 動 しそ の 地域 の児 童 を集 め て そ の 期 間継 続 的

に教 え る もの で あ る。

本 節 の 以 上 まで 、 松 崎 『北 欧 史 』 「啓 蒙主 義 時 代 の ノ ー ル ウ ェ ー一教 育」358-3&3頁 の 要 約 。

な お 、 オ ス ロ大 学Oslouniversitetetが 発足 す る の は 、 前 記 の よ うに1813年 で の こ とあ り、 ノ ル

ウェ ー 人 の 民 族 意 識 が 高揚 して 大 学 を新 設 す る 運 動 が 起 こ り、財 源 難 を 口実 にす る デ ンマ ー ク政

府 の消 極 性 を 克 服 して 設 立 に こ ぎつ けた もの で あ る。

ノ ル ウ ェー 中 央 統 計 局statisksentralbyraの 調査 に よれ ば、1969年6月13日 の 法 律 に基 づ い て2002

年 度 政 府 補 助 金 交 付 を受 け た 、 ノル ウェ ー 国教 会 以外 の 登 録 及 び非 登 録 の 宗教 ・イ デ オ ロ ギ ー 団

体 構 成 員 は総 数30万4492人 で あ る(資 料 源:2003.11.24,http://www .ssb.no/english/year-

book/tab/t-070210-283.htm1,ReligiousandphilosophicalcommunitiesoutsidetheChurchof

Norway)。 ま た 詳 細 は 不 明 で あ る が 「ル ー テ ル福 音 派 キ リス ト教(約88%)」 、 「福 音 ル ター 派

(国教)86%」 な ど と紹 介 さ れ て い る。http://joho.nta.co.jp/country _info.asp?countrylD=309

(2003.11.25)、http://homepagel.nifty.com/ptolemy/nations/europe/norway.htm(年 月 日 同前)

EducationandtheScandinavianWelfareStateintheYear2000‐Equality ,PolicyandReform,

editedbyArildTjeldvoll,GARLANDPUBLISHING,ING.NEWYORKANDLONDON ,1998,

PartI:TheScandinavianSetting,Chapter2(pp.22‐56) ,JonLauglo,PopulismandEducation

inNorway.

こ こ で ロ ウ グ ロ は 、 は じめ に 「北 アメ リ カ にお け る ポ ピ ュ リス トは例 外 で あ る」 と した 上 で 、

「ポ ピ ュ リズ ム の概 念 」theconseptofpopulismに つ い て 、 次 の よ うに述 べ て い る 。

「消 極 的 に は、populismは 、 普 通 の 人 々の 文 化 的 、経 済 的 及 び 政 治 的 価 値 と信 念 の名 に お

い て エ リー トに対 す る 一 つ の 反 対 行 動reacitionで あ る。 『積 極 的 』 に は 、populislnは 普 通 の

人 々 を力 づ け よ う とす る 直接 的 で 地 域 的 な民 主 主 義 を表 す 。」(p.26。 原 文 で 「積 極 的 」 に だ け ダ

ブ ル ・ク ォー テ ー シ ョン。)

日本 で 「ポ ピ ュ リ ズ ム」 と言 う と 「大 衆 迎 合 主 義 」 の よ う な否 定 的意 味 が 強 く伝 わ る懸 念 もあ

る が 、本 稿 で は 、 ロ ウ グ ロ が上 に 言 う 「反 エ リー ト主 義 的 か つ 直 接 的 地 域 的 民 主 主 義 」 とい う意

味 を 強 く念 頭 に 置 い た 上 で 「ポ ピ ュ リズ ム」 の 語 を用 い る。

ノ ル ウ ェ ー大 使 館 に よる邦 訳 。 直 訳 で は 「左 」。

チ ャー テ ィス トの 影 響 を受 け たMarcusThrane(1817-90)は1848年 「労 働 者 協 会」 の組 織 化 を

開始 し、3万 人 の 署 名 を集 め て ノ ル ウ ェー の 民 主化 を連 合 王 国 の 国 王 オ ス カ ル1世 に要 求 した が

実 質7年 の 禁 固刑 に処 さ れ た。 『北 欧 史』209頁 等、 参 照 。

2003年11月30日
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